
医療従事者の負担軽減・人材確保について①

医師事務作業補助体制加算１の評価を引き上げるとともに、医師の指示に基づく診
断書作成補助・診療録の代行入力に限り、業務の場所を問わず「病棟又は外来」での
勤務時間に含める。

現行

医師事務作業補助者の配置 点数

１５対１ ８６０点

２０対１ ６４８点

２５対１ ５２０点

３０対１ ４３５点

４０対１ ３５０点

５０対１ ２７０点

７５対１ １９０点

１００対１ １４３点

改定後

医師事務作業補助者の配置 点数

１５対１ ８７０点

２０対１ ６５８点

２５対１ ５３０点

３０対１ ４４５点

４０対１ ３５５点

５０対１ ２７５点

７５対１ １９５点

１００対１ １４８点

平成28年度診療報酬改定

医師事務作業補助体制の評価①

【医師事務作業補助体制加算１】

1

［施設基準］（業務の場所）

医師事務作業補助者の業務を行う場所について、８割以上を病棟又は外来とする。なお、
医師の指示に基づく診断書作成補助及び診療録の代行入力に限っては、当該保険医療機関内で
の実施の場所を問わず、病棟又は外来における医師事務作業補助の業務時間に含める。

中医協 検－ ３－ ２参考
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医療従事者の負担軽減・人材確保について②

20対１補助体制加算について、25対１，30対１，40対１補助体制加算の施設基準と同様の基
準に緩和し、75対１，100対１補助体制加算については、年間の緊急入院患者数の要件を「100
名以上」から「50名以上」に緩和する。

50対１，75対１，100対１補助体制加算の対象として、療養病棟入院基本料及び精神病棟入院
基本料を追加する。

特定機能病院入院基本料（一般・結核・精神）について、特定機能病院として求められる体制以
上に勤務医負担軽減に取り組む医療機関を評価するため、医師事務作業補助体制加算１に限
り、要件を満たす場合に算定可能とする。

現行

【２０対１補助体制加算】
［主な要件］１５対１と同様の施設基準

・第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院、総
合周産期母子医療センター設置医療機関
・年間緊急入院患者数８００名以上

【５０対１,７５対１,１００対１補助体制加算】
［主な要件］
・年間緊急入院患者数１００名以上

改定後

【２０対１補助体制加算】
［主な要件］２５対１,３０対１,４０対１と同様の施設基準
15対1の施設基準を満たしている、又は以下の要件を
満たしていること

・災害拠点病院、へき地医療拠点病院、地域医療支
援病院

・年間緊急入院患者数２００名以上又は全身麻酔手
術件数年間８００件以上

【５０対１,７５対１,１００対１補助体制加算】
［主な要件］

・年間緊急入院患者数１００名以上（７５対１及び１００
対１補助体制加算については５０名以上）

平成28年度診療報酬改定

医師事務作業補助体制の評価②
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1591点

584点
（1591点の36.7%）

7対1
入院基本料

特別
入院基本料

月平均夜勤時間72時間以下の要件を満たせなかった場合、直近３か月に限り「月平均夜勤時間超過減算」と
なり、80/100を算定するが、その間に夜勤のできる看護職員が確保できなかった場合、仮に看護配置を満たし
ていても、特別入院基本料を算定する。（ただし、３か月を超えない期間の１割以内の一時的な変動は認められ
ている。）

1007点

【特別入院基本料】【月平均夜勤時間超過減算】

月平均夜勤時間の要件と報酬の算定

3

1273点
（1591点の80％）

1591点

7対1
入院基本料

改善しな
かった場合

一
般
病
棟
７
対
１
入
院
基
本
料
の
場
合

318点

※１割（79.2時
間）以内の超過
の場合、３か月
間は現行の入
院基本料が算
定できる。

※基準を満た
さなくなった
翌々月から３
か月間算定で
きる。

1割以内の
超過が3ヶ月
を超える

7対1
入院基本料

1591点

【通常】

超過時間が
1割を超える

または



当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数
月平均夜勤時間数＝

夜勤時間帯の実人員数

4

病院の入院基本料の施設基準の通則（抜粋）
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が７２時間以下であること等、看護職員
及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。 【施設基準告示】

○ 夜勤時間帯とは、各保険医療機関が定める午後１０時から翌日の午前５時までの
時間を含めた連続する１６時間のこと。

○ 月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で計算するもの
（病棟ごとではない）。

○ 月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延夜勤時間数には、
① 月当たりの夜勤時間数が１６時間以下の者
② 専ら夜勤時間帯に従事する者（夜勤専従者）

は含まない。ただし、短時間正職員制度を導入している保険医療機関の短時間
正職員については、月当たりの夜勤時間数が１２時間以上のものを含む。

留意点

月平均夜勤時間の算出方法



医療従事者の負担軽減・人材確保について③

月平均夜勤時間数の計算方法及び基準に適合しなくなった際の評価を見直す。

月平均夜勤時間数の基準のみを満たさない場合の評価を新設する。

(新) 夜勤時間特別入院基本料
イ 入院基本料の100分の70に相当する点数
ロ イの点数が特別入院基本料を下回る場合は、特別入院基本料に10点を加えた点数

看護職員の月平均夜勤時間数に係る要件等の見直しと評価

［施設基準］ ［算定対象］
① 月平均夜勤時間数が72時間以下であるという要件以外の施設基準は満たしていること。 一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料２、
② 医療勤務環境改善支援センターに相談すること。 結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料

平成28年度診療報酬改定

現行

月当たりの夜勤時間数が16時間以下の者は、月平均夜勤時間数の計
算における実人員数及び延べ夜勤時間数に含まない。

病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合又はパート勤務者などの場合
には、当該看護要員の病棟勤務の時間を常勤職員の所定労働時間で
除して得た数（常勤換算した数）を、夜勤時間帯の実人員数として算入
する。

改定後

【７対１及び10対１入院基本料】
月当たりの夜勤時間数が16時間未満の者は、月平均夜勤時間数の
計算における実人員数及び延べ夜勤時間数に含まない。

【７対１及び10対１入院基本料以外】
月当たりの夜勤時間数が８時間未満の者は、月平均夜勤時間数の計
算における実人員数及び延べ夜勤時間数に含まない。

夜勤時間帯に病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合には、当該看護
要員の病棟勤務の夜勤時間を月の総夜勤時間で除して得た数を、夜
勤時間帯の実人員数として算入する。

現行

基準に該当しなくなってから３月に限り、
所定点数から100分の20に相当する点数を減算する。

改定後

基準に該当しなくなってから３月に限り、
所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。

【月平均夜勤時間数の計算に含まれる者の要件】

【月平均夜勤時間超過減算の評価】

※ 短時間正職員については、7対1及び10対1入院基本料の場合、現行通り、月当たりの夜
勤時間数が12時間以上のものを含む。
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医療従事者の負担軽減・人材確保について④

看護職員及び看護補助者の夜間配置の評価を充実するとともに、看護職員の夜間の勤務負担軽減に資
する取組を行っている場合を評価する。

７対１、10対１一般病棟における看護職員の夜間配置及び夜間看護体制の評価

７対１、10対１一般病棟における看護補助者の夜間配置
及び夜間看護体制の評価

13対１一般病棟における看護補助者の夜間配置の評価
13対１、15対１，18対１、20対１病棟における夜間看護体制の評価

有床診療所における看護職員の夜間配置の評価

平成28年度診療報酬改定

夜間看護体制の充実に関する評価

現行

看護職員夜間配置加算 ５０点

改定後

１ 看護職員夜間12対１配置加算
（新）イ 看護職員夜間12対１配置加算１

ロ 看護職員夜間12対１配置加算２
（新）２ 看護職員夜間16対１配置加算

８０点
６０点
４０点

現行

夜間25対１
夜間50対１
夜間100対１

３５点
２５点
１５点

（新規）

改定後

夜間30対１
夜間50対１
夜間100対１

４０点
３５点
２０点

夜間看護体制加算 １０点

現行

夜間看護配置加算１
夜間看護配置加算２

８０点
３０点

改定後

夜間看護配置加算１
夜間看護配置加算２

８５点
３５点

現行

看護補助加算１，２，３（１日につき）

（新規）

（新規）

改定後

看護補助加算１，２，３（１日につき）

（新）夜間75対１看護補助加算（１日につき） ３０点

（新）夜間看護体制加算（入院初日） １５０点

看護職員夜間配置加算

急性期看護補助体制加算

看護補助加算

有床診療所入院基本料

①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間が11時間以上

②勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降※１

③夜勤の連続回数２回以下

④業務量の把握・部署間支援

⑤看護補助者比率５割以上※２

⑥看護補助者の夜間配置

⑦看護補助者への院内研修※３

⑧夜間院内保育所の設置

夜間看護体制の評価に関する項目

［加算等の算定要件］
看護職員夜間配置加算（１のイ及び２）
：７項目（①～⑥、⑧）のうち４項目以上
急性期看護補助体制加算（夜間看護体制加算）
：６項目（①～⑤、⑧）のうち３項目以上
看護補助加算（夜間看護体制加算）
：７項目（①～⑤、⑦、⑧）のうち４項目以上（⑥は必須）
※１ ②は、３交代制勤務又は変則３交代制勤務の病棟を有する保険医
療機関のみの項目である。

※２ ⑤の看護補助者比率＝（みなし看護補助者を除いた看護補助者
数）／（みなし看護補助者を含む看護補助者数）

※３ ⑦は、看護補助加算を算定する保険医療機関のみの項目である。

※１のイ（看護職員夜間12対１配置加算１）及び２（看護職員
夜間16対１配置加算）に、夜間看護体制の評価が含まれて
いる。
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勤務編成（シフト）の例

日勤 8:00～16:30 遅出 12:00～20:30 

平成28年度診療報酬改定

日
勤

日
勤

準
夜

準
夜

休 遅
出

休 深
夜

②

①

遅
出

日
勤

休 日
勤

深
夜

深
夜

準
夜

休

②

①

②

①

③夜勤連続回数：３回
⇒③を満たさない

③夜勤連続回数
：2回

①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間隔
：15時間30分

②勤務開始時刻の間隔：24時間

0            8              16           24

①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間隔
：7時間30分 ＜ 11時間

②勤務開始時刻の間隔：16時間 ＜ 24時間
⇒①、②共に満たさない

①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間隔
：11時間30分

②勤務開始時刻の間隔：20時間 ＜ 24時間
⇒①は満たすが、②は満たさない

夜間看護体制の充実に関する評価～勤務編成の例～

8:00 8:00

16:30 8:00

12:00 8:00

20:30 8:00

8:00 0:00

16:30 0:00

7

準夜勤 16:00～ 0:30 深夜勤 0:00～ 8:30

【夜間看護体制の評価に関する項目（勤務編成関連）】
①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間が11時間以上
②勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降
③夜勤の連続回数２回以下

夜間における看護業務の負担軽減に資する取組の項目を満たすシフト

夜間における看護業務の負担軽減に資する取組の項目を満たさないシフト



医療従事者の負担軽減・人材確保について⑤

看護職員が専門性の高い業務により集中することができるよう看護補助業務のうち一定の部
分までは、看護補助者が事務的業務を実施できることを明確化し、看護職員と看護補助者の業
務分担に資する取組を促進する。

［施設基準］
① 看護職員と看護補助者との業務範囲について、年１回以上は見直しを行うこと。
② 所定の研修※を修了した看護師長等が配置されていることが望ましいこと。

※看護補助者の活用等に関する５時間程度の研修

平成28年度診療報酬改定

看護職員と看護補助者の業務分担の推進①

改定後

１ 看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下
に、原則として療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、
入浴、移動等）、病室内の環境整備やベッドメーキン
グのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の
整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作
成の代行、診療録の準備等の業務を行うこととする。

２ 主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場
合は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はそ
の端数を増すごとに１以下であること。

現行

看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下
に、原則として療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、
入浴、移動等）のほか、病室内の環境整備、ベッドメー
キング、看護用品及び消耗品の整理整頓等の業務を
行うこととする。

急性期看護補助体制加算、看護補助加算
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［主として事務的業務を行う看護補助者を配置した場合の計算例］

①看護補助者のうち、「主として事務的業務を実施する看護補助者」に当たる者を特定する
※ 各保険医療機関の院内規定において、看護補助者が行う事務的業務の内容を定めること。
※ １人の看護補助者の延べ勤務時間数のうち事務的業務が５割以上を占める看護補助者を、「主として事務的業務を行う看護補助者」とする。

②主として事務的業務を実施する看護補助者の配置は、２００対１以下であること
※ 主として事務的業務を行う看護補助者のうち、事務的業務以外の業務も行った看護補助者については、事務的業務以外の業務を行った時
間も含めて、病棟における勤務時間を算入する。

＜計算式＞

（主として事務的業務を行う看護補助者が当該病棟で行った月延べ勤務時間数）
≦ （当該病棟の１日平均入院患者数／200）×３×当該月の日数×８時間

【例】 1月：4週（28日）、週当たりの延べ勤務時間：40時間（月当たり：160時間）、１日平均入院患者数：50人 とした場合
＜看護補助者別の曜日毎の事務的業務実施時間＞

→ 160時間 ≦ 168時間（（50人／200）×３×28日×８時間）
⇒ 200対1以下の要件を満たす

看護
補助者

月 火 水 木 金 土 日

A 7時間 7時間 7時間 7時間 4時間 （休） （休）

B 1時間 1時間 1時間 1時間 3時間 （休） （休）

C 0 0 0 0 0 （休） （休）

D 1時間 （休） 1時間 （休） 1時間 3時間 3時間

E （休） 1時間 （休） 1時間 （休） 3時間 3時間

月延べ事務的業
務勤務時間数

備考

128時間 128/160=8割

28時間 28/160=1.75割＜5割 → 算入しなくてよい

0

36時間 36/160=2.25割＜5割 → 算入しなくてよい

36時間 36/160=2.25割＜5割 → 算入しなくてよい

×4週

医療従事者の負担軽減・人材確保について⑥
平成28年度診療報酬改定

⇒主として事務的業務を
実施する看護補助者

看護職員と看護補助者の業務分担の推進②
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医療従事者の負担軽減・人材確保について⑦

施設基準上求められる常勤の従事者が、産前・産後休業及び育児・介護休業を取得した場合
に、同等の資質を有する複数の非常勤従事者を常勤換算することで施設基準を満たすことを原
則認める。

育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護
休業法で定める期間は週30時間以上の勤務で常勤扱いとする。

平成28年度診療報酬改定
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常勤配置の取扱いの明確化

例）常勤医師１名、常勤看護師１名の配置要件の場合

常勤看護師が育児休業を取得

育児休業を取得している期間、非常勤
看護師２名の常勤換算により施設基準
を満たすことが可能。

休
業
期
限

短時間勤務制度利用期間

短時間勤務制度を利用している期間
は週30時間以上の勤務で常勤としてカ
ウント可能。

※ 常勤換算される非常勤従事者は
各々が当該施設基準上求められる
資質を有していなければならない。
例） 経験年数○年以上、所定の研修
を修了していること 等



画像診断管理加算について、当該医療機関の常勤の医師が夜間休日に撮影した
画像を、送受信を行うにつき十分な環境で自宅等で読影した場合も、院内での
読影に準じて扱うこととする。

［画像診断管理加算の施設基準］

夜間又は休日に撮影された画像について、専ら画像診断を担当する医師が、自宅等当該保険医療機関以外の場所で、画
像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者の診
療を担当する医師に報告した場合も算定できる。

※電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。

脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準に規定する医師配置要件の経験
年数について、夜間休日に当該医療機関の外にいる医師が迅速に診療上の判断
ができる場合には、経験年数を一定程度緩和する。

脳卒中ケアユニット入院医療管理料の医師配置要件の見直し

平成28年度診療報酬改定
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現行（医師の配置要件）

当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の
経験を５年以上有する専任の医師が常時１名以上い
る。

改定後（医師の配置要件）

保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を５年
以上有する専任の医師が常時１名以上いる。ただし、夜間又
は休日であって、当該保険医療機関外にいる医師が院外か
ら迅速に診療上の判断を支援する体制が確保されている場
合に限り、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外
科の経験を３年以上有する専任の医師が常時１名以上いれ
ばよいこと。

画像診断管理加算の夜間等における負担軽減

医療従事者の負担軽減・人材確保について⑧



勤務医の負担の大きな原因となっている、当直や夜間の呼び出しなど、時間外・休
日・深夜の対応についての改善を図るため、手術及び一部の処置の「休日・時間外・
深夜加算」の見直しを行う。

[施設基準]
(1)及び(2)は当該加算を算定する診療科が実施していればよい。

(1) 予定手術前の当直（緊急呼び出し当番を含む。）の免除※を実施していること。(年12日までは実施しなくてもよい）
※術者、第一助手のみが対象。緊急呼び出し当番を行う者については、当番日の夜間に当該保険医療機関内での診療を行わなかった場合、翌日の予定手術に係
る術者及び第一助手となっていても、当該日数にはカウントしない。

(2)下記のいずれかを実施していること。（診療科ごとに異なってもよい）
①交代勤務制※ （常勤の医師３名以上、夜勤の翌日の日勤は休日、日勤と夜勤を連続させる場合は休憩を置くこと）
※原則として、当該診療科において夜勤時間帯に行われる診療については、夜勤を行う医師のみによって実施されていること。ただし、同時に2件以上の緊急手術
を実施する場合を除く。

②チーム制（医師5人ごとに1人の緊急呼び出し当番を置き、休日・時間外・深夜の対応を一元化し,緊急呼び出し当番の翌日は休日※）
※1 当番日の夜間に院内で診療を行わなかった場合は、翌日を休日としていなくてもよい。
※2 緊急手術を行う場合は、当番以外の者が実施してもよい。ただし、その場合、翌日の予定手術には参加しないこと。
※3 休日・時間外・深夜の対応を当直医（他の診療科の当直医を含む。）が行ってもよい。

③時間外・休日・深夜の手術・1000点以上の処置の実施に係る医師（術者又は第一助手）の手当支給※
※（ア）または（イ）のどちらかを実施する。内容を就業規則に記載し、地方厚生局長等に届け出ること。（記載は27年3月31日までは実施していなくてもよい。）
（ア）その都度、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別の手当を支給 （イ）年間に行った数に応じた手当を支給

休日加算 １ １６０/１００

時間外加算 １ ８０/１００

深夜加算 １ １６０/１００

休日加算 ８０/１００

時間外加算 ４０/１００

深夜加算 ８０/１００

【改定前】手術・ １５０点以上の処置 【改定後】手術・ １,０００点以上の処置

平成26年度診療報酬改定

※ 従来の加算については加算「２」とする

医療従事者の負担を軽減する取り組みの評価①

手術・処置の休日・時間外・深夜加算の見直し（その１）
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予定手術前の当直の免除の要件について、勤務医負担軽減の取組を広げるため、病院全体で届出する場
合に限って、予定手術の前日における当直等の日数の上限を、規模に応じて緩和を行う。

現行では、算定している診療科の合計で年間12日以内であるところ、 毎日の当直人数が6人以上であっ
て、病院全体で届出を実施している保険医療機関においては年間24日以内とする。

現行

（２）当該加算を算定している全ての診療科において予
定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前
日の夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までをい
う。以下、同様とする。）に当直、夜勤及び緊急呼び出
し当番（以下、「当直等」という。）を行っている者が
あるか確認し、当直等を行った者がある場合は、該当す
る手術と当直等を行った日の一覧を作成していること。

（３）（２）の当直等を行った日が年間12日以内である
こと。ただし、緊急呼び出し当番を行う者について、当
番日の夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わな
かった場合は、翌日の予定手術に係る術者及び第一助手
となっていても、当該日数には数えない。

改定後

（２） 従前通り

（３）（２）の当直等を行った日が届出を行っている診
療科全体で年間12日以内（ただし、当直医師を毎日６人
以上（集中治療室等に勤務する医師を除く。）配置する
保険医療機関が、全ての診療科について届出を行う場合
にあっては年間24日以内）であること。ただし、緊急呼
び出し当番を行う者について、当番日の夜勤時間帯に当
該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日の
予定手術に係る術者及び第一助手となっていても、当該
日数には数えない。

医療従事者の負担軽減・人材確保について⑨

平成28年度診療報酬改定
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手術・処置の休日・時間外・深夜加算の施設基準の見直し



【施設基準】
① 病棟※ごとに専任の薬剤師が配置されていること。

（※障害者施設等入院基本料又は特定入院料（病棟単位で行うものに限る）を算定する病棟を除く。）
② 薬剤師が実施する病棟薬剤業務が十分な時間（１病棟・１週当たり20時間相当以上）確保されていること。
③ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。

④ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な
情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。

⑤ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑥ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

14

病棟薬剤業務実施加算の概要（平成28年３月まで）

0

500

1000

1500

平成24年 平成25年 平成26年

届出施設数病棟薬剤業務実施加算（週1回） 100点

薬剤師が医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有
効性、安全性の向上に資する業務を実施していることを
評価。なお、特定入院料等の届出病床に入院している
患者については算定できない。

【主な病棟薬剤業務】

・ 当該保険医療機関で使用している医薬品の医薬品安全性情
報等の把握及び周知並びに医療従事者からの相談応需
・ ２種以上（注射薬及び内用薬を１種以上含む。）の薬剤を同時
に投与する場合における投与前の相互作用の確認
・ 患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明
・ 薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施



特定集中治療室等における薬剤師配置に対する評価
平成28年度診療報酬改定

高度急性期医療を担う治療室においてチーム医療を推進する観点から、薬剤関連業務を実
施するために治療室内に薬剤師を配置している場合を評価する。

［病棟薬剤業務実施加算２の主な算定要件］
① 病棟薬剤業務実施加算１の届出を行っている保険医療機関であること。
② 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、
新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料を算定する治療室において、専任の薬剤師を配置
し、病棟薬剤業務を実施していること。
③ 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が、算定を行う治療室等に配置されており、１週間につき 20時間以上病棟薬剤業務
を実施していること。

併せて、薬剤管理指導料の「救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合（４３０
点）」を廃止し、「その他の患者に対して行う場合（３２５点）」に統合する。

現行

病棟薬剤業務実施加算（週１回） 100点

改定後

病棟薬剤業務実施加算１（週１回） 100点

（新） 病棟薬剤業務実施加算２（１日につき） 80点

現行

【薬剤管理指導料】
１ 救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合 430点
２ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者
に対して行う場合（１に該当する場合を除く。） 380点
３ １及び２の患者以外の患者に対して行う場合 325点

改定後

【薬剤管理指導料】
（削除）
１ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている
患者に対して行う場合 380点
２ １の患者以外の患者に対して行う場合 325点
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入院基本料加算の栄養サポートチーム加算に、院内又は院外の歯科医師が参加した場合を評
価する。
（新） 歯科医師連携加算 50点 【医科点数表】 ※入院基本料の加算

医科歯科連携の推進について
平成28年度診療報酬改定

歯科の標榜がない病院に入院中※１又は介護保険施設に入所中※２の患者に対して、歯科訪問診
療を行う歯科医師が栄養サポートチーム等に加わり、その結果に基づいて歯科訪問診療を行っ
た場合を評価する。

（新） 栄養サポートチーム連携加算１ 60点※１ 【歯科点数表】
（新） 栄養サポートチーム連携加算２ 60点※２ ※歯科疾患在宅療養管理料の加算

[算定要件] 歯科医師が病院の入院患者に対する栄養サポートチームの構成員としてカンファレンス、回診等に参加し、また、
介護保険施設の入所者に対する食事観察等の一員として参加し、１回目は参加した日から起算して２月以内に口腔機能評価に
基づく管理を行った場合に60点を所定点数に加算する。２回目以降は当該月にカンファレンス等に参加していなくても差し支え
ないが、少なくとも前回のカンファレンス等の参加日から起算して６月を越える日までに１回以上参加すること。

栄養サポートチームの評価（歯科医師と連携した場合の評価）

歯科訪問診療の評価（医療施設、介護保険施設と連携した場合の評価）

悪性腫瘍手術等に先立ち歯科医師が周術期口腔機能管理を実施した場合に算定できる周術期
口腔機能管理後手術加算の評価を充実する。
周術期口腔機能管理後手術加算 100点 → 200点 【医科、歯科点数表】 ※手術の加算
【医科点数表】歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後１月以内に、胸部・腹部等の悪性腫瘍手術又は心血管

系の手術を全身麻酔下で実施した場合
【歯科点数表】周術期口腔機能管理料（Ⅰ）（手術前）又は（Ⅱ）（手術前）の算定後１月以内に、悪性腫瘍手術を全身

麻酔下で実施した場合

周術期口腔機能管理等の医科歯科連携の推進
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周術期口腔機能管理の推進について
平成28年度診療報酬改定

歯科の標榜がある病院に入院中の患者に対して、歯科訪問診療料が算定できるように要件を
見直す。

病院における周術期口腔機能管理の推進

周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料（Ⅲ）、周術期専門的口腔衛生処置
の対象を、放射線治療・化学療法を実施している患者（予定している患者を含む）、緩和ケアを
実施する患者に拡大するとともに、周術期専門的口腔衛生処置の評価を充実する。

現行

対象は、放射線治療・化学療法を実施している患者

周術期専門的口腔衛生処置 80点

改定後

対象は、放射線治療・化学療法を実施している患者（予
定している患者を含む）、緩和ケアを実施している患者

周術期専門的口腔衛生処置 92点

現行

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科を標榜する
保険医療機関に入院する患者に対して、歯科訪問診療
は算定できない。

改定後

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科を標榜する
保険医療機関に入院する患者に対して、周術期口腔機
能管理に伴う歯科訪問診療料及び特掲診療料を算定
できる。
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周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料（Ⅲ）、

周術期専門的口腔衛生処置


